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(57)【要約】
　一方の面上にディスプレイと、または、他の方法とし
て外部ディスプレイに接続するための手段と、他方の面
上にキーパッドと、を備える移動体端末またはＰＤＡな
どのハンドヘルド装置が提示されている。軽いキープレ
スを一方の面を介してビジュアルに装置のユーザに示す
（２０２）。より強いキープレスは、一方の面を介して
ビジュアルに示すだけでなく、例えば、現カーソル位置
に対応する文字を入力するなどの予め定められた動作の
実行を起動する。動作実行の起動に関する方法が記載さ
れている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの面を有し、物理的接触を介してユーザ入力を受け取ることができる電
子ハンドヘルド装置であって、該電子装置は、
　実質的に前記装置の一方の面上に配置され、少なくとも圧力を感知するためのキーパッ
ドエリアまたはいくつかの個別キー（５０８）と、
　実質的に前記装置の他方の面上に配置され、情報をビジュアル化するためのディスプレ
イ（５０６）と、
　命令およびデータを格納するためのメモリ（５０４）と、
　前記キーパッドエリアまたはいくつかの個別キーから前記キーパッドエリアまたはいく
つかの個別キーの一定のサブエリアまたはキーに関する１回目のタイプ入力の感知情報を
受け取ったとき、この検出した前記１回目のタイプ入力のサブエリアまたはキー固有の感
知を前記装置の他方の面を介してビジュアルに前記ユーザに示すために用意された前記メ
モリに格納された命令に基づいて、並びに、
　前記キーパッドエリアまたはいくつかの個別キーから前記キーパッドエリアまたはいく
つかの個別キーの前記一定のサブエリアまたはキーに関する少なくとも圧力感知を含む２
回目のタイプ入力の感知情報を受け取ったとき、この検出した前記２回目のタイプ入力の
サブエリアまたはキー固有の感知を前記装置の他方の面を介してビジュアルに前記ユーザ
に示すために、および、前記サブエリアまたはキーに従って予め定められた動作を実行す
るためにさらに用意された前記メモリに格納された命令に基づいて、前記命令およびデー
タを処理するためのプロセッサ（５０２）と、を備える装置。
【請求項２】
　前記一方の面は、前記装置の予め定められた背面であり、前記他方の面は、前記装置の
予め定められた前面である請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記１回目および２回目のタイプ入力の感知は、識別可能な方法でビジュアルに示され
る請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記キーパッドエリアは、実質的にＱＷＥＲＴＹ型キーボードを実現する請求項１に記
載の装置。
【請求項５】
　前記１回目のタイプ入力の感知は、圧力感知を含み、および、キーパッドサブエリアま
たは個別キーの軽いプレスに関する請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記２回目のタイプ入力の感知は、キーパッドサブエリアまたは個別キーの強いプレス
、キーパッドサブエリアまたは個別キーのダブルクリック、および、キーパッドサブエリ
アまたは個別キーの予め定められた時間より長いプレスの少なくとも１つに関する請求項
１に記載の装置。
【請求項７】
　前記１回目または２回目のタイプ入力の感知は、前記装置上の伝導エリアとの物理的接
触による伝導率の変化、および、前記装置上の光感知センサによって検出される受光度の
変化の少なくとも１つに基づいて行われる請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記他方の面上のキーパッドサブエリアおよびキー固有の光源、並びに、前記情報をビ
ジュアル化するためのディスプレイの少なくとも１つを使用することによって、前記感知
をビジュアルにユーザに示す請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　ビジュアルに示すために、ＥＬ［エレクトロルミネセンス］膜を使用する請求項１に記
載の装置。
【請求項１０】
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　ビジュアルに示すだけでなく触覚フィードバックによっても示す請求項１に記載の装置
。
【請求項１１】
　前記予め定められた動作は、文字またはシンボルの現カーソル位置への入力、および、
アプリケーションの起動／終了の少なくとも一つである請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記装置は、実質的に移動端末またはＰＤＡ［パーソナルデジタルアシスタント］であ
る請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　一方の面上にディスプレイと実質的に他方の面上にキーパッドエリアまたはいくつかの
キーとを備えるハンドヘルド装置において、動作実行を起動するための方法であって、
　前記装置の前記他方の面上における１回目のタイプ入力の感知を検出するステップ（４
０４、４０６）と、
　前記１回目のタイプ入力の感知を前記装置の前記一方の面を介して少なくともビジュア
ルにユーザに示すステップ（４０８）と、
　前記装置の他方の面上で少なくとも圧力感知を含み前記１回目のタイプ入力の感知と同
じ位置に関する２回目のタイプ入力の感知を検出するステップ（４１０、４１２）と、
　前記２回目のタイプ入力の感知を前記装置の一方の面を介して少なくともビジュアルに
前記ユーザに示すステップ（４１４）と、
　前記１回目および２回目のタイプ入力の感知の前記位置に従って、予め定められた動作
を実行するステップ（４１６）と、を備える方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法の各方法ステップを実行するのに適合するコンピュータ実行可
能プログラム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のコンピュータプログラムを備えるキャリヤ媒体。
【請求項１６】
　少なくとも２つの面を有し、物理的接触を介してユーザ入力を受け取ることができる電
子ハンドヘルド装置であって、該電子装置は、
　実質的に前記装置の一方の面上に配置され、少なくとも圧力を感知するためのキーパッ
ドエリアまたはいくつかの個別キー（５０８）と、
　情報をビジュアル化するための外部ディスプレイに接続するための手段（５１０）と、
　命令およびデータを格納するためのメモリ（５０４）と、
　前記キーパッドエリアまたはいくつかの個別キーから前記キーパッドエリアまたはいく
つかの個別キーの一定のサブエリアまたはキーに関する１回目のタイプ入力の感知情報を
受け取ったとき、この検出した前記１回目のタイプ入力のサブエリアまたはキー固有の感
知を前記装置の他方の面を介して、または、前記接続するための手段によってアクセスさ
れる前記外部ディスプレイを介してビジュアルに前記ユーザに示すために用意された前記
メモリに格納された命令に基づいて、並びに、
　前記キーパッドエリアまたはいくつかの個別キーから前記キーパッドエリアまたはいく
つかの個別キーの前記一定のサブエリアまたはキーに関する少なくとも圧力感知を含む２
回目のタイプ入力の感知情報を受け取ったとき、この検出した前記２回目のタイプ入力の
サブエリアまたはキー固有の感知を前記装置の他方の面を介して、または、前記接続する
ための手段によってアクセスされる外部ディスプレイを介してビジュアルに前記ユーザに
示すために、および、前記サブエリアまたはキーに従って予め定められた動作を実行する
ためにさらに用意された前記メモリに格納された命令に基づいて、前記命令およびデータ
を処理するためのプロセッサ（５０２）と、を備える装置。
【請求項１７】
　前記一方の面は、前記装置の予め定められた背面である請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
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　前記装置は、実質的にコントローラである請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記予め定められた動作は、情報を前記外部ディスプレイ上でビジュアル化することに
関する装請求項１６に記載の置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　一般に、本発明は、ハンドヘルド装置に関する。詳細には、本発明は、ハンドヘルド端
末およびＰＤＡ（パーソナルデジタルアシスタント）におけるユーザインタフェース、特
に、ユーザ入力手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧＳＭ（Global System for mobile communications）やＵＭＴＳ（Universal Mobile 
Telecommunications System）などの現代の無線通信システムにおいて、アクティブイン
タラクションのための多様な手段を必要とする、または、少なくともこれらの手段をサポ
ートする多種のサービスをユーザに提供している。移動体端末は、通常、一定の文字、数
字、シンボル、動作などに対応付けられたいくつかのボタンを有するキーパッドタイプＵ
Ｉ（ユーザインタフェース）を装備している。さらに、タッチパッド、マウス、ペンを使
用することができるタッチスクリーン、音声コマンド認識、トラックボール／トラックポ
イント、および、その他の多数の技術が提案されており、最新の端末／ＰＤＡと一緒に使
用することによって簡単に使える高速デバイスコントロールをサポートしている。
【０００３】
　例えば音声認識による解決法などの装置とユーザとの間の物理的コンタクトは、実現可
能な代替方法でない。特に、例えば公共の場所や人が多いミーティングルームなどを考慮
すると、音声入力の特性上、ユーザのプライバシーが危険にさらされる場合があるからで
ある。あるいは、周りの騒音が大きかったり、音声による指示が長すぎたり、ぎこちなか
ったり、単調すぎたりして、この技術では十分なレベルの信頼性を得られない場合がある
からである。実際には、利用可能であれば、指示を簡易選択ボタンやメニュー項目などを
介して入力した方が品質や信頼性を高めることができる。
【０００４】
　今日、移動体端末やＰＤＡなどの端末装置に関して、一般に、装置全体のサイズを最小
にしようとする傾向がある。一方、ディスプレイのサイズを最大にすることによって、静
止画や動画を適切な解像度と品質（カラーパレット／スクリーン上で同時に表示すること
ができる色の最大数など）を兼ね備えて的確にビジュアル化することができる。このよう
に、装置全体の大きさをできる限り小さく保つために、キーパッドや対応する触知可能な
入力手段、および、他のスペースを要するパーツがそれぞれ小さくなり煩雑になってしま
うことが多い。従って、大きな指の平均的ユーザは、このような現代の端末装置に関して
あまり経験がなく興味さえないので、フル装備で小型の装置を使用することが多少煩雑で
あると感じるだろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図１に、従来技術による一般的な移動体端末１０２を示す。この端末の前面には、装置
をコントロールするためのディスプレイ１０４とキーパッド／ボタン配列１０６との両方
が含まれる。キーパッド１０６には、比較的小さい複数のキー／ボタンが含まれており、
前面のうちの非常に高い比率が大画面１０４に使われている。図に、ＰＤＡ１０８の正面
図を別に示す。この最新のＰＤＡでは、ディスプレイ１１０がフロントパネルのスペース
の大部分を占めるため、ディスプレイ１１０の下には少数のコントロールボタンしか収ま
らない。ボタンが少ないことに起因するほとんど避けることのできない操作性の問題を解
決するため、ディスプレイ１１０を接触感知タイプにして、指／特殊なポインティングペ
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ンでプレスすることによってアクセスすることができるようにしてもよい。
【０００６】
　さらに、端末の表面上に多様な構成要素を配置したりサイズを決めたりする際に妥協し
なければならないことが明らかであるだけでなく、このような直接的解決法には他にも欠
点がある。言い換えると、実際には、一定のボタンをプレスすると起動されるレスポンス
をキー／キーパッドエリア上に文字／シンボルを表記することによってユーザに示さなけ
ればならない。この表記が時間の経過に従って摩耗し、修復が必要になる場合がある。そ
れでも、表記は、実際には永久的であり、ユーザがさらに調整することによってボタンの
低レベルのレスポンスを多少修正する。確かに、ソフトウェアによって構成変更可能なキ
ー配列を使用することができる。しかしながら、この場合、キー上に予め印字されたシン
ボルがオーダーメードの有効キー／ボタンのプレス⇒シンボル／レスポンスの構成と大き
く異なれば、ユーザは少なくとも困惑してしまう。
【０００７】
　また、１つのボタンまたは対応するキーパッドにおける圧力感知エリアが複数の動作に
対応付けられ、一定の時間内に検出されたプレス回数に従って実行されることも多い。例
えば、ボタン／圧力感知エリアの１回のプレスによって一定の文字を出力し、予め定めら
れた時間内の２回の短いプレスによって他の文字を示すなどしてもよい。ディスプレイと
キーパッド／圧力感知エリアが互いに近い場所に配置されている場合、ユーザの手／指が
一定のボタンをプレスすると同時に、ディスプレイ、および／または、キーパッドの他の
部分の少なくとも一部をユーザから隠してしまうという欠点がある。また、ユーザがボタ
ンをプレスするとき、一定の動作を起動または終了するのに連続して何回ボタンをプレス
しなければならないかを忘れることもあるだろう。ユーザがボタンをプレスする合間にボ
タンの出力／表記を再チェックしなければならない場合、予めプログラミングされた後続
の文字を取得するために連続してプレスする合間の間隔が許容時間の最大限を超えてしま
うこともありうる。これらに関する問題は、単純なワンステッププレス処理によって引き
起こされる。ワンステッププレス処理では、ユーザが誤ってボタンをプレスした場合、ま
ず誤った動作を訂正しなければ新たに試みることができない。
【０００８】
　タッチスクリーンでさえ、光学性能が不十分であり本質的な構造上の弱点を有するとい
う欠点がある。通常に使用しても、タッチスクリーンには指紋や関する汚れが溜まってし
まい、感知される画像の品質が低下する。多種のペン入力によるＵＩ装置に関しては、小
さいペンが紛失してしまうことが多い。ペンがなければ、装置はただフラストレーション
を引き起こすか、あるいは、装置を操作することがほとんど不可能になる。さらに、装置
によって多少異なるかもしれないが、ポインティングペンの使い方を習得するのに多少時
間がかかる場合もある。
【０００９】
　キーパッドまたは他のボタンに限られた数のキーしか装備されていない現存の端末装置
には、予測型のＴ９テキスト入力のような高度な文字入力手段がある。それにもかかわら
ず、サイズという側面を考慮しない限り、使用スピード、学習曲線（特に以前のタイプラ
イタ／コンピュータ／電話の使用に基づく）、および、コントロール精度など、さまざま
な点において、従来のキーボード／キーパッド式入力をまだ打ち負かすことができない。
しかしながら、装置のサイズを最小にしようとすると、キーボード／キーパッドのボタン
の個数を減らしたり、あるいは、少なくとも１つのボタンのサイズを小さくしたりしなけ
ればならず、煩雑になるのは明らかである。
【００１０】
　本発明の目的は、従来技術による解決法の欠点を軽減し、分かりやすくかつ高速でさら
に適応が容易なデバイスコントロールのための手段を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的を実現するため、ハンドヘルド装置の一方の面、例えば、バックカバー上にキ
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ーボード／キーパッドまたは個別キー（ボタン）を構成する。また、このハンドヘルドデ
バイスの他方の面、一般的には前面にディスプレイを有する。そして、感知した圧力など
の物理的インタラクションに従う方法で、キーなどのプレス、または、他の認識した（物
理的）インタラクションをこの他方の面上でビジュアル化する。他の方法としては、内部
ディスプレイの代わりに外部ディスプレイに接続するアダプターを装置に収容するだけで
もよい。移動体端末、ＰＤＡ、および、同様の明らかにセパレートタイプのハンドヘルド
装置に加えて、製造設備、車両または他の装置のコントローラなどのより大きい構成要素
のプロジェクションタイプのパーツもある意味においてハンドヘルド装置であるとしても
よい。
【００１２】
　例えば、装置の背面上でキーパッドキーが軽くプレスされたとき、本明細書で後述する
ように、ディスプレイ上に直接「スポットライト」タイプのエフェクトで、または、別の
ビジュアルインジケータ（光源）を介して、装置の前面上の対応する文字／シンボルを強
調表示することができる。キーをさらに、例えば、一番下までプレスしたとき、例えば、
強調表示したキーをフラッシュし、対応する動作、例えば、このキーに対応付けられた機
能を装置上で実行する。代表的ケースでは、１つのキーに１つの文字を対応付け、キーが
完全にプレスされたときのレスポンスとして、現カーソル位置にこの文字を挿入すること
もできる。
【００１３】
　本発明の有用性は複数の問題に基づく。第一に、例えば、ユーザの指が背面のキー上に
置かれても、背面のナビゲーションに使用される対応するキーのシンボルが端末の他方の
面上にあるため、ユーザの指によってシンボルが隠されない。同時に、装置自体の全体の
デザインによって、ユーザの手／指によって自然な方法でなお確実に装置を持つことがで
きる。第二に、実際のキーパッド／キーボードエリアに文字もシンボルも表記する必要が
なくなる。従って、文字やシンボルを表記する解決法とは異なり、表記の摩耗や修復の問
題とは関係がなくなる。薄膜またはレイヤタイプの表面を使って、キーパッドを防水にす
ることもできる。また、個別キーによる従来の配列を適用することも可能だが、必須では
ない。さらに、背面にＳＷ（ソフトウェア）構成変更可能なキーパッド「マット」、また
は、同様のＳＷ構成変更可能ないくつかの個別キーを有することによって、ユーザ／装置
製造者は、ボタンまたは圧力感知キーパッドエリアと文字／シンボル／動作との好適な対
応付けおよびマッピングを実現することができる。さらに、キーパッドマットが装置のバ
ックカバーに取り付けられた場合、装置を例えば９０度回転してから、回転した装置およ
びディスプレイにより適合するよう内部のキーパッドエリア⇔文字／シンボル／動作の対
応付けを自動的に再構成することができる。装置が原則として片手でも両手でも使用する
ことができる形状である場合、ボタン／キーパッドの構成を１度に切り替えて、これらの
モードのうちのいずれかをより適切にサポートすることができる。本発明の実施例の開示
と共に、本発明の他の利点について説明する。
【００１４】
　本発明によれば、少なくとも２つの面を有し、物理的接触を介してユーザ入力を受け取
ることができる電子ハンドヘルド装置は、
　実質的に前記装置の一方の面上に配置され、少なくとも圧力を感知するためのキーパッ
ドエリアまたはいくつかの個別キーと、
　実質的に前記装置の他方の面上に配置され、情報をビジュアル化するためのディスプレ
イと、
　命令およびデータを格納するためのメモリと、
　前記キーパッドエリアまたはいくつかの個別キーから前記キーパッドエリアまたはいく
つかの個別キーの一定のサブエリアまたはキーに関する１回目のタイプ入力の感知情報を
受け取ったとき、この検出した前記１回目のタイプ入力のサブエリアまたはキー固有の感
知を前記装置の他方の面を介してビジュアルに前記ユーザに示すために用意された前記メ
モリに格納された命令に基づいて、並びに、
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　前記キーパッドエリアまたはいくつかの個別キーから前記キーパッドエリアまたはいく
つかの個別キーの前記一定のサブエリアまたはキーに関する少なくとも圧力感知を含む２
回目のタイプ入力の感知情報を受け取ったとき、この検出した前記２回目のタイプ入力の
サブエリアまたはキー固有の感知を前記装置の他方の面を介してビジュアルに前記ユーザ
に示すために、および、前記サブエリアまたはキーに従って予め定められた動作を実行す
るためにさらに用意された前記メモリに格納された命令に基づいて、前記命令およびデー
タを処理するためのプロセッサと、を備える。
【００１５】
　「少なくとも２つの面」を定義すると、次の両方を示すことができる。１つは、端が互
いに接合する曲面を２枚だけ有し、これらの２枚の曲面が独占的に装置の２つの面として
機能するハンドヘルド装置であり、もう１つは、より多くの面、最も一般的なデザインに
おいては、おそらく４つの面を有する装置である。これらの４つの面は、装置に関して予
め定められた使い方における方向および視点に従って名付けるなら、いわゆる前面、背面
、左面および右面である。
【００１６】
　本明細書では、「キーパッドエリア」という用語は、いくつかの個別の圧力感知サブエ
リア、すなわち、キー（ボタン、本明細書では両方の表現が実質的に同じものを示す）を
備えるエリア、または、いくつかの識別可能な接触／圧力感知サブエリアを有する薄膜／
レイヤタイプの連続表面、あるいは、これらの両方を示す。例えば、各サブエリアがそれ
自体の圧力センサを持つ場合、各サブエリアがいくつかのセンサを持つことができる。あ
るいは、実用的観点から、１つまたは複数のエリアがサブエリアを形成するエリア内の圧
力の位置を検出することができる共通のセンサを利用することもできる。他の方法として
は、いくつかのキーを装置の表面上に物理的に分離して配置することによって、「キーパ
ッド」を形成する共通部分も連続面もないがそれでもなお所要の入力情報を装置に提供す
ることができる。一般に、キーとは、少なくともオンオフタイプの分解能で圧力を検出す
るための要素を示す。本明細書に記載された本発明に係わるキーおよび表面の他に、問題
の装置には、従来のユーザ入力のための追加キーまたは表面を収容することもできるが、
本発明では、これらの配置を装置の特定の面に限定するものではない。
【００１７】
　「物理的接触」という用語は、例えば、キーパッドキーをプレスするなど、直接的また
は間接的に装置に触れる操作を意味する。ユーザは、例えば指を使ってキーを押すことに
よって、直接的に物理的接触を行うことができる。また、それぞれ、ペンなどの中間装置
を使うことによって、間接的な物理的接触を介して装置にデータ／制御情報を入力するこ
とができる。また、直接的または間接的な物理的接触は圧力以外の測定パラメータに関す
る場合もある。例えば、装置上の伝導エリアに指先を接触させ、伝導率の変化を測定する
ことによって、物理的接触を検出することができる。同様に、光セルまたは他の光感知セ
ンサを使用することによって、受光などの光度（の絶対値または変化）などに基づいて、
装置の表面の一定の位置に指があることを検出することができる。本発明によれば、２回
目のタイプ入力の感知には圧力要素が含まれる。一方、１回目のタイプ入力の感知に関し
ては、より高い自由度を有し必ずしも圧力情報に依存しなくてよい。従って、１つまたは
複数のパラメータを１回目または２回目のタイプ入力（を起動する）感知にリンクするこ
とができる。
【００１８】
　本発明に係わる第２の実施形態によれば、一方の面上にディスプレイと実質的に他方の
面上にキーパッドエリアまたはいくつかのキーとを備えるハンドヘルド装置において、動
作実行を起動するための方法は、
　前記装置の前記他方の面上における１回目のタイプ入力の感知を検出するステップと、
　前記１回目のタイプ入力の感知を前記装置の前記一方の面を介して少なくともビジュア
ルにユーザに示すステップと、
　前記装置の他方の面上で少なくとも圧力感知を含み前記１回目のタイプ入力の感知と同
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じ位置に関する２回目のタイプ入力の感知を検出するステップと、
　前記２回目のタイプ入力の感知を前記装置の一方の面を介して少なくともビジュアルに
前記ユーザに示すステップと、
　前記１回目および２回目のタイプ入力の感知の前記位置に従って、予め定められた動作
を実行するステップと、を備える。
【００１９】
　本発明に係わる第３の実施形態によれば、少なくとも２つの面を有し、物理的接触を介
してユーザ入力を受け取ることができる電子ハンドヘルド装置は、
　実質的に前記装置の一方の面上に配置され、少なくとも圧力を感知するためのキーパッ
ドエリアまたはいくつかの個別キーと、
　情報をビジュアル化するための外部ディスプレイに接続するための手段と、
　命令およびデータを格納するためのメモリと、
　前記キーパッドエリアまたはいくつかの個別キーから前記キーパッドエリアまたはいく
つかの個別キーのサブエリアまたはキーに関する１回目のタイプ入力の感知情報を受け取
ったとき、この検出した前記１回目のタイプ入力のサブエリアまたはキー固有の感知を前
記装置の他方の面を介して、または、前記接続するための手段によってアクセスされる前
記外部ディスプレイを介してビジュアルに前記ユーザに示すために用意された前記メモリ
に格納された命令に基づいて、並びに、
　前記キーパッドエリアまたはいくつかの個別キーから前記キーパッドエリアまたはいく
つかの個別キーのサブエリアまたはキーに関する少なくとも圧力感知を含む２回目のタイ
プ入力の感知情報を受け取ったとき、この検出した前記２回目のタイプ入力のサブエリア
またはキー固有の感知を前記装置の他方の面を介して、または、前記接続するための手段
によってアクセスされる外部ディスプレイを介してビジュアルに前記ユーザに示すために
、および、前記サブエリアまたはキーに従って予め定められた動作を実行するためにさら
に用意された前記メモリに格納された命令に基づいて、前記命令およびデータを処理する
ためのプロセッサと、を備える。
【００２０】
　この第３の実施形態のハンドヘルド装置は、第１の実施形態の装置と異なり、それ自体
のディスプレイを含まない。あるいは、少なくとも、本発明で述べた目的には使用しない
。装置は、例えば、ディスプレイを備える他の装置のコントローラでもよい。外部ディス
プレイに接続するための手段は、他の装置内に収載することができ、例えば、シリアルま
たはパラレルインターフェイスの配線でもよいし、あるいは、例えば、ＩＲ（赤外線）ま
たは無線周波トランシーバなどの無線であってもよい。それでもなお、装置自体を利用し
て、装置のフロントカバー上に、例えば、キー、および／または、対応する動作固有のラ
イト（例えば、ＬＥＤ）などのすべてまたは一部のみの感知をビジュアルにユーザに示す
ことができる。
【００２１】
　本発明の一実施例において、ハンドヘルド装置は、フロントカバー上にディスプレイを
含み、バックカバー上にいくつかのキーを含む。さらに、装置は、前面にいくつかのいわ
ゆる「ファントムボタン」、例えばライトを含み、バックカバー上で検出された手／指の
位置、および、対応するボタンの圧力を示す。また、本発明の概念の要素を実現するため
の代替の解決法について記載する。例えば、フロントカバー上にディスプレイを構成する
ことによって、バックカバー上の手／指の位置、および、キーの圧力をビジュアル化する
ことができる。
【００２２】
　従属請求項に、本発明の実施例を記載する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明について添付の図面を参照しながらさらに詳細に説明する。
【００２４】
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　図１に関しては、背景技術の説明と共に既に検討した。
【実施例】
【００２５】
　図２Ａは、一例にすぎないが、例えば移動体端末／ゲーム機のコンソールなどのハンド
ヘルド装置の前面／フロントカバーを示す図である。この装置は、両手を同時に使用する
のに最適となるように設計されている。そして、装置を左右の側からしっかり掴んで前面
を両方の親指で支えることによって、最も自然にこの装置を持ったりアクセスしたりする
ことができる。一方、他の指は、キーパッドまたはいくつかの個別のボタンを有する背面
上に置く。他の方法として、主に片方の手だけを使うように装置を設計することもできる
。この場合、一般に、キーパッド／個別ボタンが特定の装置の目的に対して十分大きけれ
ば、バックカバーまたは装置の側壁でさえ一部しか塞がないようにキーパッド／個別ボタ
ンを構成し、前面／背面と直角をなすようにすることができる。後者は、特に装置がシェ
ル型の場合より立方体型に近い場合の方が実現可能なオプションであるといえる。シェル
型のモデルは、フロントおよびバックカバー／面が大きいが、最小限の側壁しか持たない
ことが多い。図のケースでは、ユーザがバックカバー上の２つのボタンをプレスすると、
フロントカバーの「ファントム」２０２の対応する部分が点灯する。装置の背面上のユー
ザの指を示す点線と前面の点灯したシンボルを参照されたい。図２Ｂは、同じケースを逆
方向から示す。キーパッド、連続するキーの薄膜／レイヤ／タッチパッド、または、いく
つかの個別キー２０４などが、ユーザの指によって容易にアクセスすることができるよう
に装置のバックカバー上に配置されている。さらに、装置設計者は、親指によって使用す
るためのいくつかの追加ボタンを側壁／前面に挿入することもできる。上記のように、例
えばＳＷ構成変更可能な薄膜／レイヤマットを使用することによって、個別キーを介して
キーパッドを実現する従来の方法に取って代わることができる。この場合、ＳＷ手段を介
してレイヤエリアが任意の異なるサイズのキー／ボタンのサブエリアの一定のセットを含
むように構成することによって、各ユーザのニーズに合わせて適応させることができる。
このような個人用の構成をユーザプロフィールに依存するようにすることなどもできる。
さらに、特に無線ネットワークにおいて動作することができる移動体端末の場合、装置Ｓ
Ｗが更新されるとき、および／または、新しい文字セットがネットワークサーバーからダ
ウンロードされるとき、キーパッドエリアを自動的に再構成することができる。
【００２６】
　図３は、キーパッド上で検出された圧力をビジュアル化するための代替の解決法を示す
。本発明によるこの例において、一般情報のビジュアル化、および、圧力／動作の検出／
選択情報のビジュアル化という両方の目的に関して、同一のディスプレイを使用する。１
つのオプションとして、バックカバー上のキーと関連動作との間の現対応付けに対応する
シンボルをディスプレイ境界エリア上に表示し、残りの「通常」データをスクリーンの中
央部に表示する。ここで、「通常」データは、ユーザが一定のキーに対応する予め定めら
れた動作を以前に起動して、それに対するレスポンスとして入力したデータを含む。他の
方法として、シンボルを他の「通常」データの上に表示することができる。さらに、対応
するキーエリアが少なくとも軽くプレスされたときだけ、シンボルを点灯／表示し、そう
でない場合は、隠したままにすることもできる。また、１つのオプションとして、シンボ
ルをディスプレイ境界エリア上でビジュアル化すると同時に、２回目のタイプ入力の感知
によって対応する動作による効果を中央部の他の「通常」データ中に示す。このオプショ
ンを使って、装置のユーザは、対応する動作とその最終的効果の両方に関してプレビュー
を見ることができる。図のケースでは、複数（例えば、ディスプレイ上に十分なスペース
がある場合はすべて）の現存の圧力感知エリア⇔シンボル／動作の対応付けは、ディスプ
レイの端に常に淡色で示される。このとき、ユーザが現対応付けに従って文字Ｔ３０２に
対応するキー／圧力感知エリアをプレスすると、発光光度を増すかまたはフラッシュする
ことによって文字Ｔを強調表示し、関連する圧力感知をビジュアルにユーザに示す。
【００２７】
　本発明を実現するために、フロントカバー上のビジュアル化エリアを「シフトキー」タ
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イプで変更してもよい。例えば、バックカバー上で一定のキーをプレスすることによって
、「ファントムボタン」のフロントカバー上におけるビジュアル化変更を起動して、文字
、特殊文字、特定の動作などの代わりに数を示すように変更したり、同様に逆に変更した
りすることができる。使用する特定のビジュアル化技術に従って、感知したキープレスの
レスポンスとして、汎用ディスプレイのファントムボタンエリアをこのように変更したり
、目的固有のファントムボタンそれ自体を変更したりすることができる。
【００２８】
　本発明の利点の１つは、ユーザが装置の表面上、および、そのキーパッドエリア／キー
上に自然に指を置くことができるという点である。まず、装置は、軽い圧力または他の感
知を感知してユーザに示し、指の現在位置、および、選択しようとしている文字／シンボ
ル／動作をユーザに知らせる。そして、プレスとプレスの間に指を離すかまたは離さずに
引き続いて起こるキーエリアまたはボタンのより強いプレス、あるいは、ダブルクリック
の場合は予め定められた時間内の２回目のクリックを前回と識別可能な他の方法で示す。
最後に、例えば、文字／シンボルをカーソル位置に挿入したり、アプリケーションを起動
／終了したり、メールを送信したりなどの対応する動作を実行する。利点としては、ユー
ザが装置の表面のセンサエリア上で指と指の移動とを常に追跡することできる。
【００２９】
　共用または個別のディスプレイ、あるいは、いくつかのシンボル固有のＬＥＤを介して
装置の前面にシンボルを表示する以外に、ＥＬ（エレクトロルミネセンス）薄膜／カバー
レイヤを本目的のために使用することもできる。ＥＬレイヤを構成することによって、一
般的なキーパッドエリア／ボタン⇔関連するレスポンス／動作の対応付けに従って、例え
ば、固定のキーシンボルセットを示すこともできる。そして、ＥＬの表面上の対応するシ
ンボルの発光を増すことによって、ユーザが開始したボタンプレスを示すことができる。
好ましければ、本目的のために使用するＥＬレイヤまたは他のレイヤが、柔軟性のあるＳ
Ｗ構成変更可能な部分と、固定の文字／シンボルを有する固定の部分との両方をそれぞれ
含んでもよい。一般に、ＥＬレイヤは比較的高い（例えば１００Ｖの）電圧供給を必要と
するので、ＥＬ表面を保護材で覆うことによってユーザが装置の前面で感電するのを防止
しなければならない。
【００３０】
　図４は、一例にすぎないが、本発明の方法を説明するフローチャートを示す。方法のス
タートアップ４０２では、本方法を実行する装置に対して、例えば電源を投入し、および
／または、本発明を利用するアプリケーションを開始する。同様に、スタートアップフェ
ーズ中に多種の変数およびパラメータを初期化することができる。フェーズ４０４では、
キーパッドまたは他の従来技術による検出手段を介して、例えば圧力センサ情報などのセ
ンサデータを収集し、プロセッサで分析／処理するために配送する。このプロセッサは、
単一の中央装置によって、または、いくつかのより小型の分散型分析装置を少なくとも部
分的に一緒に接続することによって実現される。フェーズ４０６では、例えば、受信した
センサデータをいくつかのしきい値と比較することによって、１回目のタイプ入力の感知
（例えば軽いボタンプレス）が有効に行われたかどうかをチェックする。そして、有効に
行われた場合は、例えば、ビジュアルサイン、および／または、キーパッドを介する触覚
フィードバックなどによってユーザに示す４０８。一方、有効に行われなかった場合は、
センサをアクティブのままにして、フェーズ４０４およびフェーズ４０６を繰り返す。例
えば、キーまたは他の圧力感知エリアに伝わる圧力が、一定の最初のしきい値を超えたが
、強いプレスと軽いプレスとを区別するもう１つのしきい値より小さいと測定されること
によって、軽いプレスを認識することができる。フェーズ４１０では、例えば予め定めら
れた時間にわたって、または、トリガイベントが起きるまで、さらにセンサデータを収集
し、フェーズ４１２では、予め定められた基準についてチェックする。その結果、今回２
回目のタイプ入力となるもう１つの感知を検出することができる。そうでなければ、本方
法の実行は、ステップ４１０に戻る。２回目のタイプ入力の感知は、１回目のタイプ入力
の直後に続く完全なキープレス、ダブルクリック／プレス、一定の／必要な長さおよび強
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さなどを有するプレスなどを示すことがある。フェーズ４１４で、２回目のタイプ入力の
感知をユーザに示す。上記で検討したように、両方のタイプ入力の感知を示すために実質
的に同じまたは異なる手段を使用することができるが、それでもなお識別可能な方法が望
ましい。４１８において、本方法を終了する。このとき、本方法を連続（バックグラウン
ド）プロセスとして実行する場合は、フェーズ４０４からの実行を再開始すればよい。方
法ステップの相互の順番または内容をケース別に編集することができることは、当業者に
とって自明である。本発明による本方法に関する上記の説明において、収集したセンサ／
測定データ、および、検出した感知に関して、実行可能な一連のイベントをそれぞれ示し
た。本実装実施形態に関して、異なる感知エリア、センサなどに関して複数のイベントチ
ェーンが並行して発生することがあるが、共通または複数の個別のプロセッサによって処
理することができる。
【００３１】
　一定のキー／ボタンまたはキーパッド（サブ）エリアは、文字／シンボル／動作との数
個の異なる対応付けを持つことができるが、これらの対応付けは実行時に適応するよう変
更したり作成したりすることができる。従って、特に移動体端末やＰＤＡに関して、Ｔ９
のようなテキスト入力予測法は、原則として本発明の概念に適用することが可能である。
キーパッドの表面エリアの下に、例えば１セットの圧電モータを使用することによって、
前述の触覚フィードバック、または、ボタンの「キックバック」の機能を実現することが
できる。
【００３２】
　装置が少数の個別キー／ボタンの代わりにキーパッド／キーボードを含む場合、最も実
用的なオプションとして、周知のＱＷＥＲＴＹ型キーボード配列が挙げられる。一般に、
ＱＷＥＲＴＹ型キーボードは、原則として１つのキーあたり１つの文字を有し一定の予め
定められた順番を有する基本的アルファベットと、標準の追加シンボルとを含む。他の方
法として、特別な目的のため、または、ただスペースを節約するため、端を切り取った型
のＱＷＥＲＴＹ型キーボードを使用することができる。
【００３３】
　図５は、本発明による入力を受け取ることができる移動体端末（または、個別の要素の
組合せ）またはＰＤＡなどの装置の基本構成要素の１つのオプションを示す。各ブロック
は、特に本発明の観点から選択した。メモリ５０４は、１つまたは複数の物理的メモリチ
ップに分割されており、例えば、コンピュータプログラム／アプリケーション、および、
他のデータ、例えば、現構成などの形式で必要なコードを備える。プロセッサ５０２は、
メモリ５０４に格納された命令に従って本方法を実際に実行するのに必要である。ディス
プレイ５０６およびキーパッド５０８、または、他の適用可能な物理的接触によるユーザ
入力手段によって、必要なデバイスコントロールおよびデータビジュアル化手段（ユーザ
インタフェース）がユーザに提供される。例えば、固定データ転送インタフェースまたは
無線トランシーバ、または、両方、または、外部ディスプレイに接続するコネクタなどの
データ転送手段５１０は、任意の構成要素であり、例えば、他の装置から（構成）データ
を受け取ったり、他の装置にデータを転送したりするなどのデータ交換を取り扱うのに必
要である。本発明は、オーダーメードのソフトウェアとより一般的なハードウェアとの組
合せとして、または、プログラム可能論理チップなどの専用ハードウェアを介して独占的
に実現することができる。
【００３４】
　フロッピィ、ＣＤ、ハードドライブまたはメモリーカードなどのキャリヤ媒体に、提案
した本方法を実行するためのコードを格納して提供することができる。
【００３５】
　添付の請求の範囲によって、本発明の範囲を知ることができる。しかしながら、使用す
る装置、方法ステップ、ＵＩ配置などは、対象アプリケーションによって多様に変化する
場合がある。それでもなお、これらは本明細書で示した基本的考え方に集約される。
【図面の簡単な説明】
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【００３６】
【図１】図１は、従来技術の代表的な端末装置およびＰＤＡの両方の前面を示す。
【図２Ａ】図２Ａは、端末のフロントカバー上にディスプレイが含まれ、バックカバー上
にキーパッドが含まれる本発明の一実施例を示す。さらに、フロントカバーには、バック
カバーのキー上におけるユーザの指の現位置をビジュアル化するいわゆるファントムキー
が含まれる。
【図２Ｂ】図２Ｂは同じ端末のバックカバーを示す。
【図３】図３は、ファントムキー／ボタンの圧力感知を端末ディスプレイ上に直接ビジュ
アル化する代替の前面の配置を示す。
【図４】図４は、本発明の原則を適用した方法のフローチャートである。
【図５】図５は、本発明の本方法を実行するために構成された装置の基本要素を示すブロ
ック図である。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】
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